
議   第  １７６  号   

令和 ３ 年 ６ 月 ７ 日提出   

 

   熊本市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正について 

 

 熊本市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改

正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例 

 

熊本市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年条例第 

８１号）の一部を次のように改正する。 

 

目次及び第１章の章名を削る。 

第２条を次のように改める。 

 （保護施設等の設備及び運営に関する基準） 

第２条 次条から第１２条までに定めるもののほか、次の各号に掲げる基準は、それ

ぞれ当該各号に定めるものとする。 

 (1) 生活保護法第３９条第１項の規定により条例で定める保護施設（医療保護施設

を除く。）の設備及び運営に関する基準 救護施設、更生施設、授産施設及び宿

所提供施設の設備及び運営に関する基準（昭和４１年厚生省令第１８号。以下「省

令」という。）に定める基準（省令の改正に際し定められた経過措置に規定する

基準を含む。） 

 (2) 社会福祉法第６５条第１項の規定により条例で定める事業授産施設の運営の

基準 省令第２条から第８条まで及び第２３条（第２項を除く。）から第２７条

の２までに定める基準（省令の改正に際し定められた経過措置に規定する基準
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（省令第２条から第８条まで及び第２３条（第２項を除く。）から第２７条の２

までに定める基準に関するものに限る。）を含む。） 

 第３条から第６条までを削る。 

 第７条の見出しを「（苦情内容の記録等）」に改め、同条第１項、第３項及び第４項

を削り、同条第２項中「保護施設等」を「保護施設及び事業授産施設（以下「保護施

設等」という。）」に、「前項」を「その行った処遇に関する入所者から」に改め、同項

を同条とし、同条を第３条とする。 

 第８条を削る。 

 第９条の見出しを「（記録の保存期間）」に改め、同条第１項を削り、同条第２項第

３号中「第７条第２項」を「前条」に改め、同項第５号中「第１５条第２項」を「第

１０条第２項」に改め、同項を同条とし、同条を第４条とする。 

 第１０条を第５条とし、第１１条から第１７条までを５条ずつ繰り上げる。 

 第２章及び第３章を削る。 

 第４章の章名を削り、第３４条の見出しを「（医療保護施設の運営基準）」に改め、

同条を第１３条とする。 

 第５章及び第６章を削る。 

 附則第１項の見出しを削る。 

 附則第２項の前の見出し及び同項を削る。 

 附則第３項中「第１９条第３項第１５号」を「省令第１０条第３項第１５号」に改

め、同項を附則第２項とする。 

 

   附 則 

 この条例は、令和３年８月１日から施行する。 

 

 （提出理由） 

  救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準及

び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等にお

ける情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令（令和３年厚生労働

省令第８０号）の施行による救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設

備及び運営に関する基準（昭和４１年厚生省令第１８号）の一部改正に伴い、保護
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施設等の設備及び運営に関する基準を見直すため、所要の改正を行う必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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